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○福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則 

平成18年３月30日 

規則第78号 

改正 平成18年９月28日規則第136号 

平成19年３月29日規則第46号 

平成19年６月28日規則第125号 

平成21年６月29日規則第89号 

平成22年４月１日規則第72号 

平成23年９月29日規則第80号 

平成24年３月29日規則第71号 

平成25年３月28日規則第57号 

平成26年３月27日規則第45号 

平成27年12月28日規則第145号 

平成28年３月31日規則第103号 

平成30年３月29日規則第35号 

令和３年３月11日規則第15号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。），障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号。以

下「政令」という。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。）

に定めるもののほか，介護給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（平成25規則57・一部改正） 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は，法，政令及び省令の例によ
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る。 

（支給の申請） 

第３条 法第20条第１項の規定による介護給付費等の支給の申請，法第34条第

１項に規定する特定障害者特別給付費若しくは法第35条第１項に規定する特

例特定障害者特別給付費（以下「特定障害者特別給付費等」という。）の支

給の申請又は法第51条の６第１項の規定による地域相談支援給付費の支給の

申請若しくは法第51条の15第１項に規定する特例地域相談支援給付費の支給

の申請をしようとする者は，居住地を管轄する区長に対し介護給付費・訓練

等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用

者負担額減額・免除等申請書（障がい者の利用（20歳未満の障がい者の施設

入所の利用を除く。）に係る申請にあっては様式第１号，障がい者の利用（20

歳未満の障がい者の施設入所の利用に限る。）及び障がい児の利用に係る申

請にあっては様式第１号の２）を提出しなければならない。 

（平成18規則136・全改，平成21規則89・平成24規則71・一部改正） 

（障害支援区分の認定） 

第４条 区長は，前条の申請を受けた場合において，法第21条第１項の規定に

よる障害支援区分の認定をしたときは，障がい支援区分認定通知書（様式第

２号）により申請者に通知するものとする。 

（平成18規則136・追加，平成26規則45・一部改正） 

（支給決定等の通知） 

第５条 区長は，第３条の申請を受けた場合において，法第22条第１項の規定

による介護給付費等の支給の決定（政令第17条第１項に規定する負担上限月

額の決定を含む。），特定障害者特別給付費等の支給の決定又は法第51条の

７第１項の規定による地域相談支援給付費等の支給の決定をしたときは，介

護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支

給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（様式第３号）により

申請者に通知するものとする。 
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２ 区長は，第３条の申請を受けた場合において，介護給付費等，特定障害者

特別給付費等又は地域相談支援給付費等を支給しないことを決定したときは，

介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費

支給却下決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（平成18規則136・旧第４条繰下・一部改正，平成24規則71・一部改

正） 

（受給者証の交付） 

第６条 区長は，前条第１項の介護給付費等又は特定障害者特別給付費等の支

給の決定をしたときは，当該決定を受けた者（以下「受給決定者」という。）

に対し障がい福祉サービス受給者証（様式第５号）を交付するものとする。 

２ 区長は，前条第１項の地域相談支援給付費等の支給の決定をしたときは，

当該決定を受けた者に対し地域相談支援受給者証（様式第５号の２）を交付

するものとする。 

３ 区長は受給決定者のうち，法第70条第１項に規定する療養介護医療費又は

法第71条第１項に規定する基準該当療養介護医療費（以下「療養介護医療費

等」という。）の支給の決定を受けた者に対しては，前項の受給者証に併せ

て療養介護医療受給者証（様式第６号）を交付するものとする。 

（平成18規則136・旧第５条繰下・一部改正，平成24規則71・一部改

正） 

（支給決定等の変更の申請） 

第７条 法第24条第１項の規定による支給決定の変更の申請，特定障害者特別

給付費等の支給決定の変更の申請若しくは法第51条の９第１項の規定による

地域相談支援給付決定の変更の申請又は政令第15条の規定による利用者負担

額の変更の申請をしようとする者は，居住地を管轄する区長に対し介護給付

費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更

申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書（障がい者の利用の変更（20

歳未満の障がい者の施設入所の利用の変更を除く。）に係る申請にあっては
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様式第７号，障がい者の利用の変更（20歳未満の障がい者の施設入所の利用

の変更に限る。）及び障がい児の利用の変更に係る申請にあっては様式第７

号の２）を提出しなければならない。 

（平成18規則136・全改，平成21規則89・平成24規則71・一部改正） 

（障害支援区分の変更認定） 

第８条 区長は，法第24条第４項の規定による障害支援区分の変更の認定をし

たときは，障がい支援区分変更認定通知書（様式第８号）により当該認定を

変更された者に通知するものとする。 

（平成18規則136・追加，平成26規則45・一部改正） 

（支給決定等の変更決定通知） 

第９条 区長は，第７条の申請を受けた場合において，法第24条第２項の規定

による支給決定の変更の決定，特定障害者特別給付費等の支給決定の変更の

決定又は法第51条の９第２項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決

定をしたときは，介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地

域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定

通知書（様式第９号）により申請者に通知するものとする。 

２ 区長は，第７条の申請を受けた場合において，法第24条第２項に規定する

支給決定の変更，特定障害者特別給付費等の支給決定の変更又は地域相談支

援給付決定の変更をしないことを決定したときは，介護給付費・訓練等給付

費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更却下決定通知書

（様式第10号）により申請者に通知するものとする。 

（平成18規則136・追加，平成24規則71・一部改正） 

（支給決定の取消通知） 

第10条 区長は，法第25条第１項の規定による支給決定の取消し，省令第34条

の６第１項の規定による特定障害者特別給付費等の支給の取消し又は法第51

条の10第１項の規定による地域相談支援給付費決定の取消しをしたときは，

介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費
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支給決定取消通知書（様式第11号）により当該決定を取り消された者に通知

するものとする。 

（平成18規則136・旧第８条繰下・一部改正，平成24規則71・一部改

正） 

（申請内容の変更の届出） 

第11条 政令第15条の規定による氏名その他の省令で定める事項の変更の届出

をしようとする者は，居住地（居住地の変更の届出にあっては，変更前の居

住地。次条において同じ。）を管轄する区長に対し申請内容変更届（様式第

12号）を提出しなければならない。 

（平成18規則136・旧第９条繰下・一部改正） 

（受給者証の再交付申請） 

第12条 政令第16条の規定による受給者証の再交付の申請，政令第26条の８の

規定による地域相談支援受給者証の再交付の申請又は第６条第３項の療養介

護医療受給者証の再交付の申請をしようとする者は，居住地を管轄する区長

に対し受給者証再交付申請書（様式第13号）を提出しなければならない。 

（平成18規則136・旧第10条繰下・一部改正，平成24規則71・一部改

正） 

（サービス等利用計画案提出の依頼） 

第13条 区長は，法第22条第４項（同法第24条第３項において準用する場合を

含む。）又は第51条の７第４項（同法第51条の９第３項において準用する場

合を含む。）の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めようとすると

きは，サービス等利用計画案提出依頼書（様式第14号）により依頼するもの

とする。 

（平成24規則71・全改） 

（計画相談支援給付費の申請等） 

第14条 前条の規定による依頼を受けた者は，居住地を管轄する区長に対し，

計画相談支援給付費支給申請書（様式第14号の２）及び計画相談支援依頼（変
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更）届出書（様式第14号の３）を提出しなければならない。 

（平成24規則71・追加） 

（計画相談支援給付費の支給決定等の通知） 

第15条 区長は，前条の規定による申請又は届出を受けた場合において，法第

51条の17第１項の規定による計画相談支援給付費の支給又は不支給の決定を

したときは，計画相談支援給付費支給（却下）通知書（様式第15号）により

申請者に通知するものとする。 

（平成18規則136・追加，平成24規則71・旧第14条繰下・一部改正） 

（モニタリング期間の変更決定通知） 

第16条 区長は，前条の支給の決定をした後に，継続サービス利用支援におけ

るモニタリング期間（省令第６条の16に規定する期間をいう。）の変更を決

定したときは，モニタリング期間変更通知書（様式第16号）により申請者に

通知するものとする。 

（平成24規則71・追加） 

（計画相談支援給付費の支給の取消通知） 

第17条 区長は，省令第34条の55第１項の規定により計画相談支援給付費の支

給の取消しをしたときは，計画相談支援給付費支給取消通知書（様式第17号）

により当該支給を取り消された者に通知するものとする。 

（平成18規則136・追加，平成24規則71・旧第15条繰下・一部改正） 

（高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請） 

第18条 法第76条の２第１項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給

の申請をしようとする者は，居住地を管轄する区長に対し高額障がい福祉サ

ービス等給付費支給申請書（様式第18号）を提出しなければならない。 

（平成18規則136・旧第11条繰下・一部改正，平成24規則71・旧第17

条繰下・一部改正） 

（高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等の通知） 

第19条 区長は，前条の申請を受けた場合において，高額障害福祉サービス等
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給付費の支給又は不支給の決定をしたときは，高額障がい福祉サービス等給

付費支給（却下）決定通知書（様式第19号）により申請者に通知するものと

する。 

（平成18規則136・旧第12条繰下・一部改正，平成24規則71・旧第18

条繰下・一部改正） 

（障がい者更生相談所の判定等） 

第20条 区長は，介護給付費等に関し，身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）第９条第８項及び知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第９条第７

項の規定により障がい者更生相談所に判定を求めるときは，判定依頼書（様

式第20号）を障がい者更生相談所の長に送付するものとする。 

２ 障がい者更生相談所の長は，前項の判定を行った場合は，区長に判定書（様

式第21号）を送付するものとする。 

（平成18規則136・旧第13条繰下・一部改正，平成24規則71・旧第19

条繰下，平成26規則45・一部改正） 

（介護給付費等の請求） 

第21条 特例介護給付費，特例訓練等給付費，特例特定障害者特別給付費，特

例地域相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者

が当該決定に係るサービスを受けたときは，当該サービスの支給量（特例地

域相談支援給付費においては，地域相談支援給付量）の範囲内のものに限り，

そのサービスの提供に要した費用を支給するものとする。 

２ 支給決定障がい者等は，介護給付費等，特定障害者特別給付費等，地域相

談支援給付費等，計画相談支援給付費若しくは特例計画相談支援給付費又は

療養介護医療費等の請求（指定障がい福祉サービス事業者等，基準該当事業

所，基準該当施設，指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者が

請求する場合を除く。）をしようとするときは，当該支給の決定を受けた者

の居住地を管轄する区長に対し介護給付費・特定障がい者特別給付費・地域

相談支援給付費・計画相談支援給付費・療養介護医療費請求書（兼領収書）
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（様式第22号）を提出しなければならない。 

３ 前項の請求は，該当するサービスの提供を受けた月ごとに，当該月の翌月

の10日までに行わなければならない。 

（平成18規則136・旧第14条繰下・一部改正，平成24規則71・旧第20

条繰下・一部改正） 

（特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額） 

第22条 法第30条第２項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額

は，１月につき，同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区

分に応じ，当該各号に定める額を合計した額からそれぞれ政令第19条各号に

定める額（当該額が，同一の月に受けた特例介護給付費又は特例訓練等給付

費の額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは，当該相当する

額）を控除して得た額とする。 

(1) 指定障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示

第523号。以下「厚生労働省告示第523号」という。）により算定した費用

の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（省令第25

条に規定する費用を除く。）の額を超えるときは，当該現に指定障害福祉

サービス等に要した費用の額） 

(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障

害福祉サービスに通常要する費用（省令第25条に規定する費用を除く。）

につき厚生労働省告示第523号により算定した費用の額（その額が現に当該

基準該当障害福祉サービスに要した費用（省令第25条に規定する費用を除

く。）の額を超えるときは，当該現に基準該当障害福祉サービスに要した

費用の額） 

（平成24規則71・追加，平成25規則57・一部改正） 

（特例地域相談支援給付費の額） 
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第23条 法第51条の15第２項に規定する特例地域相談支援給付費の額は，障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域

相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第

124号）により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域相談支援に要し

た費用の額を超えるときは，当該現に指定地域相談支援に要した費用の額）

に相当する額とする。 

（平成24規則71・追加，平成25規則57・一部改正） 

（特例計画相談支援給付費の額） 

第24条 法第51条の18第２項に規定する特例計画相談支援給付費の額は，障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画

相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第

125号）により算定した費用の額（その額が現に当該基準該当計画相談支援に

要した費用の額を超えるときは，当該現に基準該当計画相談支援に要した費

用の額）に相当する額とする。 

（平成24規則71・追加，平成25規則57・一部改正） 

（契約支給量の報告） 

第25条 次に掲げる報告をしようとする指定障がい福祉サービス事業者又は基

準該当事業所は，当該報告に係る支給決定障害者等の居住地を管轄する区長

に対し契約内容（障がい福祉サービス受給者証記載事項）報告書（様式第23

号）を提出しなければならない。 

(1) 福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営の基準等

を定める条例（平成24年福岡市条例第57号。以下「サービス基準」という。）

第11条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。次号において同

じ。）の規定による受給者証記載事項に係る報告 

(2) サービス基準第50条，第96条，第124条，第150条，第160条，第173条，

第186条，第191条及び第195条において準用するサービス基準第11条第３

項の規定による受給者証記載事項に係る報告 
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(3) サービス基準第55条第２項の規定による受給者証記載事項に係る報告

（同条第３項において準用する場合を含む。） 

(4) 福岡市指定障がい者支援施設等の人員，設備及び運営の基準等を定める

条例（平成24年福岡市条例第58号）第12条第３項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定による受給者証記載事項に係る報告 

（平成18規則136・旧第16条繰下・一部改正，平成24規則71・旧第22

条繰下・一部改正，平成25規則57・一部改正） 

（入退居の報告） 

第26条 サービス基準第200条の２第２項の規定による受給者証記載事項に係

る報告をしようとする指定障がい福祉サービス事業者又は基準該当事業所は，

当該報告に係る支給決定障害者等の居住地を管轄する区長に対し入退居報告

書（様式第24号）を提出しなければならない。 

（平成18規則136・旧第17条繰下・一部改正，平成24規則71・旧第23

条繰下，平成25規則57・平成26規則45・一部改正） 

（委任） 

第27条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，

市長が定める。 

（平成18規則136・旧第18条繰下，平成24規則71・旧第24条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

（介護給付費等の支給の申請に関する特例） 

２ 第３条に規定する申請をしようとする者が政令附則第11条に規定する者に

該当する場合は，市長が別に定める書類を提出しなければならない。 

附 則（平成18年９月28日規則第136号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成18年10月１日から施行する。 
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（福岡市支援費の支給に関する規則の廃止） 

２ 福岡市支援費の支給に関する規則（平成14年福岡市規則第115号）は，廃止

する。 

（福岡市支援費の支給に関する規則の廃止に伴う経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず，障害者自立支援法（平成17年法律第123号。以下

この項において「法」という。）附則第41条第１項の規定によりなお従前の

例により運営することができるとされた法附則第35条の規定による改正前の

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第27条第２項の規定による指定身

体障害者更生施設等又は法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例によ

り運営することができるとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障

害者福祉法（昭和35年法律第37号）第19条第２項の規定による指定知的障害

者更生施設が次の各号に掲げる報告をするときは，当該報告に係る契約の相

手方たる介護給付費等の支給決定者の居住地を管轄する区長に対し，それぞ

れ当該各号に定める様式を提出しなければならない。 

(1) 障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関

する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。）に

よる廃止前の指定身体障害者更生施設等の整備及び運営に関する基準（平

成14年厚生労働省令第79号。以下「指定身体施設基準」という。）第13条

第２項及び整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び

運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定知的施設基

準」という。）第14条第２項の規定による受給者証記載事項のうち契約内

容に係る報告 契約内容（障がい福祉サービス受給者証記載事項）報告書

（様式第23号） 

(2) 整備省令による廃止前の指定身体施設基準第13条第２項の規定に基づく

受給者証記載事項のうち入退所に係る報告及び整備省令による廃止前の指

定知的施設基準第14条第２項の規定に基づく受給者証記載事項のうち入退

所に係る報告 前項による廃止前の福岡市支援費の支給に関する規則第13
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条に規定する入退所報告書（様式第18号） 

附 則（平成19年３月29日規則第46号） 

この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年６月28日規則第125号） 

この規則は，平成19年７月１日から施行する。 

附 則（平成21年６月29日規則第89号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成21年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則

別記様式第１号及び第７号の規定により作成された様式は，当分の間，なお

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成22年４月１日規則第72号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成23年９月29日規則第80号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成23年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則

別記様式第１号，第１号の２，第３号，第５号，第７号及び第７号の２の規

定により作成された様式は，当分の間，なお所要の調整をして使用すること

ができる。 

附 則（平成24年３月29日規則第71号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則
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の規定により作成された様式は，当分の間，なお所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成25年３月28日規則第57号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，第22条第１号の改

正規定（「平成18年厚生労働省告示第169号」を「平成18年厚生労働省告示第

523号。以下「厚生労働省告示第523号」という。」に改める部分に限る。）

並びに同条第２号，別記様式第１号（裏）及び様式第７号（裏）の改正規定

は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則

の規定により作成された様式は，この規則による改正後の福岡市障がい者介

護給付費等の支給に関する規則の規定にかかわらず，当分の間，なお所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成26年３月27日規則第45号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成26年４月１日から施行する。ただし，第20条第１項の改

正規定は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則

（次項において「改正前の規則」という。）別記様式第３号の規定により作

成された介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支

援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書であってこ

の規則の施行の際現に効力を有するものについては，この規則による改正後

の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則（同項において「改正後

の規則」という。）別記様式第３号の規定により作成された介護給付費・訓

練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書
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兼利用者負担額減額・免除等決定通知書とみなす。 

３ 改正前の規則の規定（別記様式第２号，様式第３号及び様式第８号の規定

を除く。）により作成された様式は，改正後の規則の規定にかかわらず，当

分の間，なお所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成27年12月28日規則第145号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則

別記様式第１号，様式第１号の２，様式第７号，様式第７号の２，様式第12

号，様式第13号，様式第14号の２及び様式第18号の規定により作成された様

式は，この規則による改正後の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する

規則の規定にかかわらず，当分の間，なお所要の調整をして使用することが

できる。 

附 則（平成28年３月31日規則第103号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則

別記様式第２号から様式第４号まで，様式第８号から様式第11号まで，様式

第15号から様式第17号まで及び様式第19号の規定により作成された様式は，

当分の間，なお所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成30年３月29日規則第35号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則
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別記様式第１号，様式第１号の２，様式第５号，様式第７号及び様式第７号

の２の規定により作成された様式は，当分の間，なお所要の調整をして使用

することができる。 

附 則（令和３年３月11日規則第15号） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市障がい者介護給付費等の支給に関する規則

別記様式第１号，様式第１号の２，様式第５号，様式第５号の２，様式第７

号及び様式第７号の２の規定により作成された様式は，当分の間，なお所要

の調整をして使用することができる。 
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